
発議第１２号 

   松阪市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について 

 松阪市議会政務調査費の交付に関する条例（平成 17 年松阪市条例第 11 号）

の一部を次のように改正する。 

  平成 24 年 10 月 17 日 提出 

               松阪市議会議員  野 口    正   

                        久 松  倫 生 

                        中瀬古  初 美 

                        山 本  芳 敬 

                        田 中  祐 治 

                        山 本    節 

                        大久保  陽 一 

                        松 田  俊 助 

                        中 島  清 晴 

   松阪市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 松阪市議会政務調査費の交付に関する条例（平成 17 年松阪市条例第 11 号）

の一部を次のように改正する。 

 題名中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

 第 1 条中「第 14 項及び第 15 項」を「第 14 項から第 16 項まで」に改め、

「規定」の次に「及び松阪市議会基本条例（平成●年松阪市条例第●号）第

18 条の規定」を加え、「調査研究」を「政策立案、調査研究その他の活動」

に改め、「、議会における会派に対し」を削り、「政務調査費」を「政務活動

費」に改める。 

 第 2 条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「所属議員が 1 人の場

合を含む。」を削り、「という。）」の次に「及び会派に所属しない議員」を加

える。 

 第 3 条第 1 項中「会派に対する」を削り、「政務調査費」を「政務活動費」

に、「各月 1 日（以下「基準日」という。）における」を「各月 1 日の基準日

において、会派にあっては」に改め、「額を」の次に「、会派に所属しない

議員にあっては月額 25,000 円を」を加え、同条第 2 項中「政務調査費」を

「政務活動費」に改め、同条第 3 項中「新たに結成された会派に対しては、」

を「会派の結成、解散等があった場合においては、会派が」に改め、「結成

された日」の次に「又は会派に所属しない議員となった日」を加え、「政務

調査費」を「政務活動費」に改める。 



 第 4 条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

 第 5 条第 1 項中「会派」の次に「及び会派に所属しない議員」を加え、「政

務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第 2 項中「政務調査費」を「政務

活動費」に改める。 

 第 6 条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

 第 7 条第 1 項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「経理責任者」

の次に「及び会派に所属しない議員」を加え、同条第 2 項中「政務調査費」

を「政務活動費」に改め、同条第 3 項中「政務調査費」を「政務活動費」に

改め、「解散したとき」の次に「又は会派に所属しない議員が会派に所属す

ることとなったとき」を、「あった者」の次に「又は会派に所属しない議員

であった者」を、「解散の日」の次に「又は会派に所属した日」を加える。 

 第 8 条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「会派」の次に「及び

会派に所属しない議員」を加え、「市政の調査研究」を「政策立案、調査研

究その他の活動」に改める。 

 第 10 条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

 別記様式を別紙のように改める。 

   附 則 

 この条例は、平成 24 年 11 月 1 日から施行する。ただし、題名の改正規定、

第 1 条の改正規定中「第 14 項及び第 15 項」を「第 14 項から第 16 項まで」

に改める部分、「調査研究」を「政策立案、調査研究その他の活動」に改め

る部分及び「政務調査費」を「政務活動費」に改める部分、第 2 条から第 7

条までの改正規定中「政務調査費」を「政務活動費」に改める部分、第 8 条

の改正規定中「政務調査費」を「政務活動費」に改める部分及び「市政の調

査研究」を「政策立案、調査研究その他の活動」に改める部分、第 10 条の

改正規定並びに別記様式の改正規定中「政務調査費」を「政務活動費」に改

める部分及び「松阪市議会政務調査費の交付に関する条例」を「松阪市議会

政務活動費の交付に関する条例」に改める部分は、地方自治法の一部を改正

する法律（平成 24 年法律第 72 号）附則第 1 条ただし書に規定する規定の施

行の日から施行する。 



別記様式（第 7条関係） 

（その 1） 

                             年  月  日 

 （宛先）松阪市議会議長 

                  会派名 

                  経理責任者名          ㊞  

                  又は議員名 

    年度政務活動費収支報告について 

    松阪市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項に基づき、 

別紙のとおり    年度政務活動費収支報告書を提出します。 



（その２） 

    年度政務活動費収支報告書 

                  会派名 

                  又は議員名 

１ 収入                          （単位：円） 

科   目 金   額 備          考 

政 務 活 動 費

２ 支出                          （単位：円） 

科   目 金   額 備          考 

研 究 研 修 費

調査研究旅費

会 議 費

資 料 作成費

資料購入費

広 報 費

事 務 費

その他の経費

会 計

３ 残額                          （単位：円） 

科   目 金   額 備          考 

政 務 活 動 費

 （注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 


